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船舶事故調査報告書 

 

                               令和７年７月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 令和６年８月２４日 １０時４６分ごろ 

発生場所 岡山県倉敷
くらしき

市水島
みずしま

港 

水島港西１号防波堤灯台から真方位００５°２.５海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°３０.６′ 東経１３３°４４.３′） 

事故の概要 油タンカー旭
きょく

昇
しょう

丸が自動車運搬船ONYX
オニキス

 ACE
エース

への燃料油の荷役作業

を終えて使用機材を撤収中、ONYX ACE 船上で作業を行っていた旭昇丸

の乗組員が転落して負傷した。 

事故調査の経過  令和６年９月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 自動車運搬船 ONYX ACE（リベリア共和国籍）、６０,１３１トン 

９５３９２１２（ＩＭＯ番号）、 WHITE BEAR MARITIME 

LIMITED, 

１９９.９９ｍ×３２.２６ｍ×２１.２５ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１４,３１５kＷ、２０１２年 

Ｂ 油タンカー 旭昇丸、９８７トン 

   １３６５２９、旭タンカー株式会社（船舶所有者、Ｂ₁社）、 

新宝海運株式会社（船舶管理会社、Ｂ₂社） 

   ７２.３７ｍ×１２.００ｍ×５.６０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,７６５kＷ、平成１２年１０月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（ロシア連邦籍） ４６歳 

船長免状（ロシア連邦発給） 

交付年月日 ２０２４年４月２３日 

（２０２９年３月１５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ５３歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成３０年１２月２０日 

    免 状 交 付 年 月 日 令和５年２月２５日 

    免状有効期間満了日 令和１０年１２月１９日 

  航海士Ｂ１ ５８歳 

   四級海技士（航海） 
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    免 許 年 月 日 令和４年８月１８日 

    免 状 交 付 年 月 日 令和４年８月１８日 

    免状有効期間満了日 令和９年８月１７日 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（航海士Ｂ１） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風速 約２～３m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか２１人（ロシア連邦籍３人、フィリピン共和国

籍１８人）が乗り組み、水島港西公共ふ頭１号岸壁に船首を南方に向

けて出船右舷着けで着岸していた。 

Ｂ船は、船長及び航海士Ｂ１ほか７人が乗り組み、Ａ船に燃料油を

荷役（以下「本件荷役作業」という。）する目的で、低硫黄燃料油

（ＶＬＳＦＯ）約１,０３０t を積み、令和６年８月２４日０８時００

分ごろ船首を北方に向けてＡ船左舷側に左舷横着けした。 

（写真１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ｂ船がＡ船に横着けしている状況 

（本事故後、Ｂ船乗組員が撮影した画像：Ｂ１社提供） 

 

Ｂ船の全乗組員は、０８時０２分ごろ本件荷役作業の段取り及び作

業中の安全確保に係るミーティングを実施し、その後、準備作業に取

り掛かった。 

Ｂ船の機関士（以下「機関士Ｂ」という。）及び航海士Ｂ１は、Ａ船

のバンカーステーション（甲板上の舷内に設置された給油作業区画）

に移乗し、他の乗組員は、機関士Ｂの誘導により、Ｂ船船上に搭載し

ているクレーンを用いてＡ船のバンカーステーションに荷役ホースを

渡した。（写真２参照） 

 

 

 

Ａ船 
Ｂ船 

Ａ船船尾側 

Ａ船船首側 
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写真２ Ａ船のバンカーステーション 

（本事故後、Ｂ船乗組員が撮影した画像：Ｂ１社提供） 

 

機関士Ｂ及び航海士Ｂ１は、Ｂ船側から届けられた荷役ホースを受

け取り、０８時１５分ごろ荷役ホース先端のフランジをＡ船の給油口

に取り付けた。 

Ｂ船は、Ａ船のバンカーステーションにおける荷役ホースの取付け

作業が完了したことを受け、０８時２０分ごろ本件荷役作業を開始し

た。 

機関士Ｂ及び航海士Ｂ１は、１０時３５分ごろに本件荷役作業が終

了したので、１０時３８分ごろから撤収作業を開始し、１０時４３分

ごろ荷役ホースをＡ船の給油口から取り外した。 

 Ｂ船船上でクレーンの操作を担当する航海士（以下「航海士Ｂ２」

という。）は、機関士Ｂの誘導によりＢ船のクレーンのブームを延伸

させた。 

機関士Ｂは、１０時４４分ごろ荷役ホースをＡ船舷外に振り出し、

Ｂ船から延伸したクレーンが停止した後、同クレーンのフックに取り

付けられた吊
つ

りベルトで荷役ホースの先端から約３ｍの位置を吊っ

た。 

航海士Ｂ１は、荷役ホースの先端のフランジがＡ船船体に接触して

船体外板を傷つけないように、同フランジに取り付けられた振れ止め

目的のロープ（以下「ガイドロープ」という。）を保持した。 

 航海士Ｂ１は、荷役ホースの吊り位置が先端から離れていたことで

先端のフランジ部分がふだんよりも低い位置まで下がり、Ａ船外板と

Ｂ船係留索の間に入り込む可能性があったので、自らの判断でガイド

ロープを自らの力で少し引き上げるように持ち上げ、また、荷役ホー

スを載せるためのバンカーステーション舷端の構造物（以下「本件構

造物」という。）に左足の大腿
たい

部を当てるような姿勢をとった。 

（図１ 参照） 

 

 

給油口 
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図１ Ａ船上で航海士Ｂ１がガイドロープを保持する状況（概要） 

（Ｂ１社提供の画像を加工） 

 

航海士Ｂ１は、本件構造物に左足の大腿部を当てた上で、上半身を

少し舷外に乗り出すような姿勢で、ガイドロープを保持した。 

機関士Ｂは、航海士Ｂ１が墜落制止用器具を装着しない状態のま

ま、不安定な姿勢でガイドロープを保持していることに気付いたので

「ロープを離せ！」と叫んだが、航海士Ｂ１は荷役ホースの重量に耐

え切れず、１０時４６分ごろ、姿勢を崩してＡ船のバンカーステー 

ションから転落し、途中、Ｂ船の左舷舷側にぶつかり、そのまま落水

した。 

航海士Ｂ１が転落する状況を見ていた船長Ｂは、直ちに本件荷役作

業の代理店に転落事故が発生した旨を通報し、同代理店を介して、付

近に待機していた本件荷役作業実施時のオイルフェンス展張等で用い

る小型作業船を同代理店から借り受け、Ｂ船の乗組員を同作業船に乗

船させた上で、航海士Ｂ１を救助させた。 

 航海士Ｂ１は、小型作業船で岸壁まで運ばれ代理店関係者が要請し

た救急車で病院に搬送され、右多発肋
ろっ

骨骨折、右肩甲骨骨折、右血気

胸等と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 (1) バンカーステーションについて 

Ａ船のバンカーステーションは、海面からの高さが約５ｍで 

あった。 

(2) Ｂ船の荷役ホースの撤収作業について 

Ｂ船では、航海士Ｂ２が本件荷役作業の責任者であったが、航海

士Ｂ２自身もＢ船船上でクレーンの操作に当たっていたので、Ａ船

への荷役ホースの送り届けと撤収の各作業においては、Ａ船に移

乗中の機関士Ｂが、航海士Ｂ２を含むＢ船船上の乗組員に指示を出

機関士Ｂ 

クレーンの 

吊り位置側へ 

荷役ホース 

ガイドロープ 

航海士Ｂ１ 

本件構造物 
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していた。 

他船から荷役ホースを撤収する場合、ガイドロープを機関士Ｂ

と航海士Ｂ１の２名で保持しているが、自動車運搬船のバンカース

テーションで作業を行う場合は、バンカーステーション内の作業

場所が狭く足場や姿勢が限定されるとの理由から、ふだんから航

海士Ｂ１が１人でガイドロープを保持していた。 

荷役ホースの吊り位置は、ふだんよりも荷役ホースの先端から

離れた所であったので、荷役ホースの先端部分が低い位置まで下

がり、Ａ船外板とＢ船係留索の間に入り込む可能性が生じてい

た。そのため航海士Ｂ１は、ふだんはガイドロープをＢ船側にすぐ

に渡していたが、本事故直前は自身の判断でガイドロープを上に

引き上げるように保持した。 

荷役ホースは、仮に航海士Ｂ１がガイドロープを保持せず、その

ままＡ船外板とＢ船係留索の間に入ったとしても、クレーンを延

伸し、荷役ホースを上方に持ち上げることで係留索との干渉を回

避できる状態であった。 

機関士Ｂは、航海士Ｂ１に対し、荷役ホースの先端のフランジを

取り外した後、荷役ホースの先端が本件構造物をかわすまでは、

荷役ホースそのものを持ち上げるよう指示していたが、ガイド 

ロープの保持や取扱いについては、特別な指示は出していなかっ

た。 

機関士Ｂは、荷役ホースの振れ回りの状況の確認やＢ船側のク

レーン操縦者に指示を出すなどしていたので、航海士Ｂ１の姿勢変

化を常時把握しておらず、航海士Ｂ１が無理な姿勢でガイドロープ

を保持していることは、航海士Ｂ１が転落する直前まで気付かな 

かった。 

機関士Ｂは、航海士Ｂ１に対して、事前に安全面での指示を行っ

ていなかった。 

機関士Ｂは、荷役ホースの状況を確認していた際、Ｂ船側のク

レーン操縦者である航海士Ｂ２に指示を出しておらず、また、ク 

レーンは動いていなかった。 

Ｂ２社及びＢ船では、作業手順書は策定されていなかった。 

(3) その他の情報について 

航海士Ｂ１は、本事故発生の約１年６か月前からＢ船に乗船し、

自動車運搬船への燃料油の荷役作業を１０回以上経験したことが

あったので、作業場所が狭いバンカーステーション内での作業に

も慣れており、これまでの作業で危険な状況に至ったことはな 

かった。 

航海士Ｂ１は、膨張式救命胴衣、作業着、ヘルメット、手袋及び

安全靴を着用していたが、作業現場が甲板上のバンカーステー 
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ションであったこと、また、バンカーステーション内には墜落制

止用器具のフックをかける構造物が少なかったので、Ｂ船内に 

あった墜落制止用器具を装着していなかった。 

航海士Ｂ１は、健康状態は良好で、本事故発生前までの勤務によ

る疲労はそれほど残っていなかった。 

航海士Ｂ１は、落下時及び落下直後の記憶がなく、自分がなぜ落

下したのか分からなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

Ｂ船は、本件荷役作業に使用した荷役ホースを撤収中、航海士Ｂ１

が、墜落制止用器具を装着していない状態で荷役ホースの先端がＡ船

外板とＢ船係留索の間に入るのを防ぐ目的でガイドロープを保持しよ

うとして不安定な姿勢で舷外に上半身を乗り出したことから、荷役 

ホースの重量に耐えられず姿勢を崩して転落し、負傷したものと考え

られる。 

荷役ホースのガイドロープの保持を行う場合、通常は機関士Ｂと航

海士Ｂ１の２人で保持しているが、ふだんから自動車運搬船のバン 

カーステーションで作業を行う場合は、バンカーステーション内の作

業場所が狭く足場や姿勢が限定されるとの理由から航海士Ｂ１が１人

でガイドロープを保持しており、本事故当時もふだんと同様に、航海

士Ｂ１が１人でガイドロープを保持していたものと考えられる。 

荷役ホースの吊り位置は、ふだんよりも荷役ホースの先端から離れ

た所であったので、荷役ホースの折れ曲がった部分が下がり、Ａ船外

板とＢ船係留索の間に入り込む可能性が生じ、航海士Ｂ１は、ガイド

ロープを上に引き上げるように保持したものと考えられる。 

航海士Ｂ１は、バンカーステーションが甲板上に設置されているこ

と及びバンカーステーション内では墜落制止用器具のフックをかける

構造物が少なかったことから、墜落制止用器具を装着していなかった

ものと考えられる。 

機関士Ｂは、荷役ホースの振れ回りの状況の確認やＢ船側のクレー

ン操縦者に指示を出すなどしており、航海士Ｂ１の姿勢変化を常時把

握しておらず、航海士Ｂ１が無理な姿勢でガイドロープを保持してい

ることに気付いていなかったことから、航海士Ｂ１の転落直前まで、

航海士Ｂ１に対する作業姿勢や転落防止に関する注意喚起が行われな

かったものと考えられる。 

Ｂ船側のクレーンは、機関士Ｂが荷役ホースの状況を確認していた

際に動いていなかったことから、航海士Ｂ１の姿勢を崩すような影響

は与えなかったものと考えられる。 
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Ｂ２社及びＢ船では、作業手順書は策定されておらず、また、作業

員が舷外に上半身を乗り出してガイドロープを保持する状況は想定し

ていなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、Ｂ船が、水島港西公共ふ頭１号岸壁に着岸中のＡ船に左

舷横着けした状態で、本件荷役作業に使用した荷役ホースを撤収中、

航海士Ｂ１が、ガイドロープを保持しようと不安定な姿勢のまま舷外

に身を乗り出したため、荷役ホースの重量に耐えきれずに姿勢を崩

し、転落したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  Ｂ２社は、本事故の発生を受け、バンカー船高所作業に関する手順

書を作成し、自社の保有船舶及び運航管理船舶の乗組員に対し、本事

故の概要等を周知し、同手順書に基づく研修を実施するとともに、次

の安全対策を講じた。 

 ・燃料油の荷役ホース収納時のクレーンでの吊り位置を調整するこ

と。 

 ・ガイドロープ操作者の配置と手順を確認しながら進めること。 

 ・舷内作業であっても、舷端から１.５ｍ以内での荷役ホースの出

し入れ作業は舷外作業と同様の作業と位置付け、これに応じた保

護具を装着した上で作業に当たること。 

・燃料油の荷役ホース着脱作業前に、相手船側に移乗している乗組

員のうち、作業責任者が保護具一式の使用状況について確認を行

い、荷役責任者へ報告すること。 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・船上作業の責任者は、乗組員を高所のみならず舷外に墜落する可

能性がある作業に従事させる場合には、同乗組員に墜落制止用器

具を装着させるとともに作業状況を監視すること。 

・燃料油の荷役作業を行う企業は、甲板上で作業を行う乗組員が 

誤った判断で作業を進めることのないよう、作業マニュアルを作

成するとともに、作業員に周知した上で指導すること。 

・船上で作業を行う乗組員は、作業マニュアル及び作業責任者の指

示に従って、安全を優先して作業を行うこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

西公共ふ頭１号岸壁 

岡山県 

香川県 

水島港西１号防波堤灯台 

事故発生場所 

（令和６年８月２４日 

 １０時４６分ごろ発生） 

水島港 

倉敷市 

広島県 


